
中⼩企業⽣産性⾰命推進事業による事業再開⽀援
令和2年度第２次補正予算額 1,000億円

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 (独)中⼩企業
基盤整備機構

運営費
交付⾦

事業イメージ

事業⽬的・概要
中⼩企業の⽣産性向上を継続的に⽀援する「⽣産性⾰命推進

事業」について、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるた
めに前向きな投資を⾏う事業者向けに、補助率⼜は補助上限
を引き上げた「特別枠」を設けたところです。
今般、緊急事態宣⾔の解除等を踏まえ、中⼩企業の事業再開

を強⼒に後押しするため、業種別ガイドライン等に基づいて⾏う取
組への⽀援を拡充します。

成果⽬標
⼩規模事業者持続的発展⽀援事業により、事業終了後２年で、販路開

拓で売上増加につながった事業者の割合を80%とすることを⽬指します。
 ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進事業により、事業終了後４年以

内に、以下の達成を⽬指します。
・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上
・補助事業者全体の給与⽀給総額が1.5%以上向上
・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与⽀給総額年率平均1.5％
以上向上の⽬標を達成している事業者割合65%以上

 サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業により、事業終了後４年以内に、
補助事業者全体の労働⽣産性の年率平均３％以上向上を⽬指します。

※ ３事業とも、補助事業実施年度の⽣産性向上や賃上げは求めないこととします。

中⼩
企業等

中⼩企業庁 技術・経営⾰新課 03-3501-1816
中⼩企業庁 ⼩規模企業振興課 03-3501-2036
商務・サービスG サービス政策課 03-3580-3922

⺠間
団体等

定額
補助

補助

【各補助事業の拡充内容（事業再開⽀援パッケージ）】

【特別枠の申請要件】 ※経費の1/6以上が、以下のいずれかに合致
類型Ａ︓サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を⾏うこと

（例︓部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停⽌に伴う新規顧客開拓）
類型Ｂ︓⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換
⾮対⾯・遠隔でサービス提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を⾏うこと

（例︓⾃動精算機、キャッシュレス決済端末の導⼊、店舗販売からＥＣ販売へのシフト）
類型Ｃ︓テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること

（例︓ＷＥＢ会議システム、ＰＣ等を含むシンクライアントシステムの導⼊）

※事業再開枠の補助額は、総補助額の２分の１以下であること。
※クラスター対策が必要と考えられる業種（ナイトクラブ、ライブハウス等）はさらに上限を50万円上乗せ。

【事業再開枠の対象】 ※業種別ガイドライン等に基づく、以下の感染防⽌対策費
消毒、マスク、清掃、⾶沫防⽌対策（アクリル板・透明ビニールシート等）、換気設備、その他衛
⽣管理（クリーニング、使い捨てアメニティ⽤品、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム等）、掲
⽰・アナウンス（従業員⼜は顧客に感染防⽌を呼びかけるもの）

特別枠（類型Ｂ・Ｃ）の補助率を引き上げるとともに、新たに定額補助・補
助上限５０万円の別枠（事業再開枠）を上乗せします。
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補助上限・
補助率 通常枠 特別枠

（類型A）
特別枠

（類型Ｂ・Ｃ）

持続化補助⾦
(販路開拓等)

50万円・
2/3

100万円・
2/3

100万円・
2/3  → 3/4

【事業再開枠】 50万円・定額(10/10) ※

ものづくり補助⾦
（設備導⼊）

1,000万円・
1/2

(⼩規模 2/3)

1,000万円・
2/3

1,000万円・
2/3  → 3/4

【事業再開枠】 50万円・定額(10/10)

IT導⼊補助⾦
（IT導⼊）

450万円・
1/2

450万円・
2/3

450万円・
2/3  → 3/4


